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豊橋市屋外広告物条例新旧対照表 

 

改正後 改正前 

 （管理義務） （管理義務） 

第15条 （略） 第15条 （略） 

（点検義務）  

第 15条の２  広告物を表示し、若しくは

掲出物件を設置する者又はこれらを管

理する者は、規則で定めるところによ

り、これらの本体、接合部、支持部分

等の劣化及び損傷の状況を点検しなけ

ればならない。ただし、規則で定める

広告物又は掲出物件については、この

限りでない。 

 

２  前項の規定による点検のうち規則で

定める広告物又は掲出物件に係るもの

は、法第 10条第２項第３号イに規定す

る登録試験機関が広告物の表示及び掲

出物件の設置に関し必要な知識につい

て行う試験に合格した者又はこれと同

等以上の知識を有する者として規則で

定める者に行わせなければならない。  

 

 

附 則 

この条例は、平成30年７月１日から施行する。ただし、第15条の次に１条を加える

改正（第15条の２第２項に係る部分に限る。）は、平成33年７月１日から施行する。 


